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１ はじめに 

 

２０１９年１２月１６日に「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の

利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情

報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（以下、「デジタル手続法」

という。）」1が施行された。同法は、行政手続の原則オンライン化を定めるものであり、

地方自治体における手続についても、努力義務が課せられるところ、各地方自治体にお

いても、行政手続のデジタル化等への対応が必要となる。また、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大を受け、各自治体でもオンライン申請やバックオフィス業務のデジタ

ル化、テレワーク導入の必要性が再認識され、各自治体がシステム構築等を個別には検

討・実施する動きがあるが、国全体で見た場合には、重複投資がなされることとなり、

必ずしも望ましくない。この点、コロナウイルス感染症の対策に係るデジタル技術の導

入に当たっては、各自治体が投資・開発したアプリケーションがオープンソース化され、

シビックテック等の介入により迅速に他自治体にも導入されるなど、オープンソース

およびオープンデータの有用性が示されたところである。 

また官民データ活用推進基本法（平成２８年法律第１０３号）2等にて、行政機関に

おいてもデータに裏付けられた証拠に基づく政策立案・評価（ＥＢＰＭ）や官民連携に

よるデータ利活用の推進がなされているが、行政の現場においては、そのノウハウが体

系化されてない。施策の質向上を目的とした官民連携によるデータ利活用を検討する

場合にも、個人情報の取扱いやデータ品質の課題等があり、政策立案・評価や事業創出

につながらないという現状がある。 

これらの課題については、とくに全国の自治体のうち約８割を占める人口１０万人

以下の自治体（本事業において「小規模自治体」という。）において、人的リソースや

財源、ノウハウ不足が顕著であり、小規模自治体で実現されるデジタル導入による業務

効率化や官民連携によるデータ利活用の有用な事例化は他自治体に対しても波及しや

すい。かかる観点から、本事業においては多くの小規模自治体にて共通する課題に対し、

業務効率に資するアプリケーション開発スキームを通して、デジタル導入の有効性と

自治体間での展開可能性を検証するとともに、官民連携によるデータ活用を軸とした

施策の質向上の実証を行いながら、共通業務を有する自治体間の施策の非対称性、重複

投資への課題解決策におけるデジタル導入の有効性およびＥＢＰＭに関する調査研究

を行うものとする。 

                                     

1 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（デジタル手続法。平成 14 年法律第 151 号） 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000151 

2 官民データ活用推進基本法 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/hourei/detakatsuyo_honbun.html   
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３ 取り組みの背景 

 

現代の日本は、急速な少子高齢化、経済の低成長、国民生活や意識の変化等、医療を

取り巻く様々な環境が変化してきており、世界に誇る国民皆保険制度を堅持し続けて

いくためには、国民の生活の質の維持及び向上を確保しつつ、今後医療費が過度に増大

しないようにしていくとともに、良質かつ適切な医療を提供する体制の確保を図る必

要がある。 

国は、平成１８年度の医療制度改革 3において、医療費適正化を推進するための計画

に関する制度「特定健診・保健指導制度」4を創設した。それ以降も、日本は、他国に

類を見ないスピードで少子高齢化が進んでおり、平成３７年にいわゆる「団塊の世代」

がすべて７５歳以上になる超高齢化社会を迎える。こうした中で、国民一人ひとりがで

きる限り住み慣れた地域で安心して生活が継続できるよう、法律を整備してきた。また、

高齢化社会に伴って、増大する医療費についても、医療費適正化の取り組みを国、都道

府県並びに保険者がそれぞれの立場から進める体制を強化している。 

そのような中で、市町村で実施される保健・福祉・介護等の事業も、多様化し、職員

の業務は複雑化してきている。特に健康診査等の業務については、紙を中心としたアナ

ログ業務が多く残っており、業務の効率化が急務といえる。またデジタル導入されてい

る部分においても縦割りの事業の中で、数々のシステムが乱立しており、かえって業務

効率を低下させている一面もある。 

そこで、今回、福岡県行橋市の協力を得て、特定健診・保健指導事業に関する業務課

題整理を行ったうえで、アナログ部分については、アプリケーションを開発し、業務効

率化を図り、また、既存システムにおいても、業務において非効率が生じている運用の

整理、分析を行い、ＩＣＴの利活用及びデータ連携方法を検討し、特定健診施策のため

のデータ活用と保健指導に資するＥＢＰＭによる手法の整理を行うこととする。（図表

１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

 

 

（図表１）本事業の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

3 医療制度改革について(厚生労働省) 

https://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/02/h0223-1.html 

4 特定健診・特定保健指導制度(厚生労働省) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html  
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４ 検証フィールドの選定 

 

本事業の実施にあたり、人口１０万人以下の小規模自治体として、福岡県行橋市を調

査対象地域として選定した。同市は、人口７３，０９６人（令和２年８月末時点）の都

市であり、京築地区(北九州地方の南東側、福岡県東部)の中核都市である。（図表２) 

平成２０年度より当社の健診データ分析ソフトマルチマーカーを導入しており、平

成２７年度からは当社のコンサルティング業務により、共同で実務改善に取り組んで

おり、その中で、特定健診・保健指導業務を行っている多くの自治体で抱えている課題

を行橋市も同様に抱えている。 

また、現在、全庁的に自治体ＤＸによる業務改善について検討しており、ＲＰＡやＢ

ＰＲへの関心度が高いため、今回、検証フィールドとして選定した。 

 

（図表２）福岡県行橋市 
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５ 事業体制図 

 

本業務における事業体の体制図は以下(図表３)の通りとした。 

 

（図表３）事業体の体制図 
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６ 調査・検討の実施方法 

 

当社の自治体向け保健指導支援ソフトの開発とコンサルティングの経験を活かし、

実証フィールド自治体と特定健診・保健指導業務の棚卸しを行い、課題整理した。（図

表４） 

特定健診・保健指導業務に対して、既にデジタル化されている部分(図表４の A)とア

ナログ部分（図表４の B）に分けた。 

(図表４の A)については、より効率化を図るためのＲＰＡ導入調査を行った。 

また、(図表４の B)に関しては、デジタル導入による業務効率化の検討を行うこととし

た。 

 

（図表４）特定健診・保健指導業務の棚卸し 

 

さらに、ＲＩＺＡＰ株式会社との協業により、１４万人の利用者データと実証フィー

ルドの自治体の健診データを活用し、施策の質の向上の実証を行いながら、共通業務を

有する自治体間の施策の非対称性、重複投資への課題解決策におけるデジタル導入の

有効性及びＥＢＰＭに関する検証を行うこととした。 

全体的なスケジュールを(図表５)に示す。 
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８ ＣＯＶＩＤ－１９感染症対策 

 

すべての事業に関して、感染拡大予防ガイドライン基づいて、マスク・フェイスシールド

の着用、アルコールでの除菌を徹底した。 

打ち合わせについては、極力ＷＥＢ会議システムで開催し、人との接触をなるべく最小

限に実施した。 

住民向けのワークショップについては、グループワーク型の席の配置ではなく、講義型

の席の配置とした。また、オンラインでの動画配信やＷＥＢ会議システムでの開催を一部

行うこととした。 
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９ 保健指導業務のデジタル導入調査 

 

① 保健指導業務の課題整理 

行橋市の業務課題整理のために現状の業務フローを調査するために各担当課にヒア

リングを実施した。 

 

② 地域福祉課ヒアリング 

健康づくり推進事業は、健康診査と来所や訪問・電話等の特定保健指導や保健指導の他、

健康教室・自主活動の支援、栄養改善事業、がん検診、イベント、予防接種、地域保健計

画推進関連等、多岐にわたる。 

健診およびその後の保健指導に注目し、原課で課題と感じていることをヒアリングし、

下記の３点に集約された。 

 

・健診対象者に関すること：予約時および健診受診時の資格確認は原課ではできな

い。健診の予約状況を一覧できる仕組みがない。事業主体の国保と健診機関との連

携のために、複数回リスト作成を行う手間がある。 

・保健指導の記録に関すること：紙ベースの記録と、健診データに紐づけてい電子

データと 2種類を併用している。 

・データ取り込みと抽出に関すること（MM）：健康情報が複数のシステムに入力さ

れているため、一元化してみる仕組みがない。対象者台帳作成のための元データと

して活用している。 

 

③ 地域福祉課工数調査 

実際の業務量の見える化のために、工数調査を実施した。調査することが現場の負荷

にならないように、簡易な方法で行う方法を調整した。 

 

(ア) 調査方法 

調査自体が現場の負荷にならない実施方法を現場と検討・調整。 

雇用形態により PCが無いスタッフがいるため、紙の調査票に、チェックと具体的内

容の記述することとした。また、業務は下記の３通りに分類し、受電および来所者の

対応を行った時間帯をチェックする方式で実施した。 

 

・専門職業務。専門職しかできないと思う業務。 

・専門職以外でも可能な業務。専門職でなくてもいいと思う業務。   

・保健事業以外。保健事業以外の業務。 

 

④ 調査結果 

対象：正規職員保健師 ４名、管理栄養士１名 
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嘱託職員保健師 ２名、管理栄養士２名    合計９名 

期間：令和２年１１月４日（水）～１１月１０日（月）の５日間 

 

⑤ スタッフ別集計結果 

スタッフ別の結果を示す。専門職の業務が占める割合は、２．３％から８０．７％で

ある。専門職以外でも可能な業務は１７．７％から６１．４％で有る。 

 

  （図表６）スタッフ別業務内訳   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では専門職業務が５０．３％、専門職以外でも可能な業務が３５．６％、保健事 

業以外の業務が１４．１％である。正規職員と嘱託職員、また保健師と管理栄養士で分

け、集計した。嘱託職員は正規職員より専門職業務割合が高く、管理栄養士は保健師よ

りも専門職業務割合が高い結果である。 

 

（図表７）職種別・雇用形態別結果   
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⑥ 専門職業務の詳細と割合 

専門職業務の内訳は、「保健指導に関わる業務」は６４．８％と最も多い。事業の企

画・打ち合わせや、事業で使う資料の準備など「事業企画・打ち合わせ」が２０．１％、

研修が１５．１％であった。（図表８）具体的に工数調査の際に上がっている項目は、

（図表９）の通りである。 

 

（図表８）専門職業務の内訳   
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（図表９）専門職業務の詳細   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 保健指導に関わる業務の集計結果 

保健指導の直接支援は４３．９％で、支援記録は１８．６％、準備と事後処理と事務

作業を合わせると３７．５％である。（図表１０） 

具体的に工数調査の際に上がっている項目は、（図表１１）の通りである。専門職以

外でも可能な業務と工数調査で入力していた項目、データを使うために取り込む作業

や、記録の整理・入力、カルテ作成などには、「〇」を記載している。 

  

専門職以外で

も可能な業務

保健事業
以外

DM予防プログラム進捗表

健康教育資料作成

高齢者教育資料作成

自殺資料作成

一体化資料作成

自殺対策計画打ち合わせ 〇

一体化準備

健康教育打ち合わせ

健康づくり自主組織打ち合わせ

塩分表作成打ち合わせ

回覧物資料等確認

起案 〇

保健指導に関わる業務

研修

専門職業務

事業企画・打ち合わせ

資料作成

打ち合わせ

その他
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（図表１０）保健指導に関わる業務の内訳   

 

 

（図表１１）保健指導に関わる業務の詳細   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 考察 

保健事業に関わる業務担当課の工数調査を行った結果、専門職が行うべき「専門職業

務」は全体の半分であり、保健事業以外の業務は１４．１％を占めていた。 

「専門職業務」の中でも、結果説明会や保健指導などの保健指導に関わる業務が６４．

８％と最も多くを占め、事業の企画や資料作成などの準備が２０．１％、そして業務を

専門職以外で

も可能な業務

結果説明会

健診説明会・片づけ

健診結果返却 保健指導サポート

特保

特保集団指導

特保電話支援

訪問

健康相談

カルテ作成と整理 〇

記録

記録入力

健診結果準備

健診データ取り込み 〇

健診結果整理

健診後片づけ

訪問準備

資料集め

精密検査結果整理

レセプト確認

レセプト確認記入 〇

連絡票整理 〇

１日１周ウオーキング登録

がん検診の件で外回り

教室参加者への連絡

説明会勧奨電話

資料を取りに行く

説明会準備

名簿入力

準備および事後処理

保健指導

支援の記録

直接業務関連の準備と事後処理

専門職業務
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進めるための研修が１５．１％となっており、専門職の業務の大半が「保健指導に関わ

る業務」に費やされていた。 

「保健指導に関わる業務」の内訳をみると、紙のカルテを作成・整理する作業に、１８．

６％、健診データ取り込みなど、データを整理するための作業等に３０．４％費やされ

ており、これら合計４９．０％は、ＲＰＡ化やデジタル化により、業務の効率化が図れ

る部分といえる。 

また、専門職の中でも、正規職員は、組織や事業の運営に係る間接業務部分の割合が

多く、嘱託職員は実際の保健指導に係る業務が多い傾向がある。これらのことから、間

接業務部分のＲＰＡ化・デジタル化は、正規職員の業務効率を生み、より専門職業務に

時間を使える可能性が示唆された。  
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１０  ＲＰＡ導入調査 

 

特定健診・保健指導の業務について各部署へのヒアリングを実施し、ＲＰＡが適用で

きるポイントを整理し、ＲＰＡ化することにより業務効率化が行えるか、また実際にＲ

ＰＡツールが稼働するか導入調査を行った。 

 

① 行橋市地域福祉課ヒアリング 

（図表４）に基づき、特定健診・特定保健指導の実施部門である地域福祉課に業務状

況のヒヤリングを行った。また、ヒヤリングした結果を（図表９）に整理した。 

 

（図表９）地域健康課ヒアリング内容 

業務名 業務概要 RPA 適用

可否 

RPAの適用ポイント 

案内 

送付 

・国保年金課が使用する

特定健診等データ管理

システムより受診券発

行対象者名簿を出力 

・地域福祉課が使用する

介護保険システムにて

最新の国保資格者名簿

を出力し、受診券発行対

象者名簿と突合させ、受

診券発行対象者を確定

させる 

・国保年金課と地域福祉

課にて、受診券を印刷、

封入、郵送する（約１２，

０００部） 

× ・現状の業務フローでは受診券

の印刷、封入、郵送と物理的な

作業が大半を占めるため適用

範囲が限定的となり、効果は

ほぼ見込めないと判断 

・介護保険システムのベンダー

判断でＲＰＡツールを入れる

のは不可能となった為、調査

対象から外す 

個票 

作成・ 

リスト 

作成 

・地域福祉課にて電話に

よる健診申込の受付を

行い、１人の申込につき

１枚の紙の個票を作成

する 

・個票を健診日ごとに

Excelによる予約者一覧

シートの作成（集団健診

全２６回分） 

× ・電話受付については、電話を

受けながら紙の個票に記入し

ているため、RPA化では対応不

可能 

・Web受付については、RPAを導

入することでデイリーでの申

込数のチェック、健診日毎に

定員に達しているかどうかな

どの確認作業を細かく行うこ

とができるが、Web受付システ
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・WEB による健診申込受

付を行ったリストを予

約者一覧シートと結合 

・健診日ごとの予約可能

枠数が限られている為、

日々予約者一覧リスト

の更新管理を実施 

・予約者一覧リストを健

診委託先に提出 

ム端末が市の委託健診機関提

供の物である為、調査対象か

ら外す 

・WEB による健診申込受付を行

ったリストと予約者一覧リス

トの突合作業において端末間

で USB メモリーによるデータ

の移行を実施する必要がある

が、受付システム自体が市の

ネットワーク内に配置できる

ものになれば、この移動作業

自体も不要になり、さらに RPA

によって自動的にデータの突

合などが実施できることにな

るが、現時点では不可能 

国保 

年金 

被保 

険者 

突合 

・予約者一覧リストに対

して介護保険システム

にて住基データを突合

（住基番号、名前、住所、

資格情報）を突合 

・予約者一覧リストを健

診委託先に提出 

× ・介護保険システムは調査対象

外 

結果 

受取 

・委託健診機関（２箇所）

から健診結果データを

ＣＤで受け取り、マルチ

マーカーへの取り込み

作業を行う 

 

〇 ・健診結果データの取り込み作

業はマルチマーカー上での繰

り返しのオペレーション作業

が多いため、ＲＰＡとの親和

性が高く、効率化が見込まれ

る 

個人 

カル 

テ(紙) 

作成 

・地区・校区別に地区担当

者が個人カルテを作成 

・医療受診背景（医科レセ

プト、調剤レセプト）は

評価分析システムから

情報を取得し、カルテと

して出力する 

〇 ・カルテの出力作業は、マルチ

マーカー上での定型作業とな

るため、ＲＰＡによる効率化

が見込まれる 

・評価分析システムによる医療

受診背景の出力については、

専用端末 1 台を全員で共有す
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 る形となっており、各個人ご

とに必要データを検索。参照、

確認し、カルテに反映してい

る。ＲＰＡにより事前に各個

人のデータのダウンロードや

出力を行うことでスムーズに

カルテへの反映が可能。また

チェックすべき医療受診内容

もルールを作成すれば、RPAで

の代替も実現可能と考える 

保健 

指導 

保険指導の実施 ー ・業務効率化アプリ作成で検証

対応 

 

② 行橋市国保年金課ヒアリング 

（図表４）に基づき、特定健診・特定保健指導の主管部門である国保年金課にも業務

状況のヒヤリングを行った。範囲は、国保年金課が直接携わる案内送付と国保年金被保

険者突合の業務部分のみとした。また、ヒヤリングした結果を（図表１０）に整理した。 

 

（図表１０）国保年金課ヒアリング内容 

業務名 業務概要 ヒアリング結果 

案内送付 ・国保年金課が使用する特

定健診等データ管理シス

テムより受診券発行対象

者名簿を出力 

・地域福祉課が使用する介

護保険システムにて最新

の国保資格者名簿を出力

し、受診券発行対象者名簿

と突合させ、受診券発行対

象者を確定させる 

・国保年金課と地域福祉課

にて、受診券を印刷、封入、

郵送する（約１２，０００

部） 

・国保年金課側でのデータの加工や

整形作業は特に発生していないの

で、ＲＰＡ検証は不要 
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国保年金 

被保険者 

突合 

・予約者一覧リストに対し

て、資格情報と突合し、資

格喪失者を地域福祉課へ

連絡する 

・国保年金課側でのデータの加工や

整形作業は特に発生していないの

で、ＲＰＡ検証は不要 

 

 

 

③ ＲＰＡ導入検証 

ヒアリング結果を元に特定健診・保健指導の業務にて地域福祉課で利用しているシ

ステムの各パソコン端末に RPAソフト「ＢｉｚＲｏｂｏ」をインストールし、ＲＰＡツ

ールが適用できるかどうかサンプルデータを作成し、動作検証を実施した。 

 

（図表１１） 

業務名 利用システム RPA 動作確認結

果 

詳細 

案内送付 ・特定健診等データ 

管理システム 

・介護保険システム 

ー 

 

ー 

・特定健診等データ管理

システムによる受診券

発行は国保年金課での

作業となるが、データの

加工や整形作業は特に

発生していないので、Ｒ

ＰＡ検証は不要 

・介護保険システムは調

査対象外 

個票作成・リ

スト作成 

・Ｗｅｂ受付システ

ム 

ー ・電話受付による個票作

成は紙で行っており、そ

の紙の個票をデータ化

するにあたっては手入

力である為、調査対象外 

・Ｗｅｂ受付システム端

末が市の委託健診機関

提供の物である為、調査

対象外 

・ただし、電話や Web 予

約受付、個票作成、予約

者一覧リスト作成の作

成までが一番工数のか
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かっている業務である

ことから、RPA以外での

効率化を検討する 

国保年金被保

険者突合 

・介護保険システム 

 

ー ・介護保険システムは調

査対象外 

結果受取 マルチマーカー 〇 ・マルチマーカーに対し

て、ＲＰＡソフトの動作

検証を実施。マルチマー

カーをＲＰＡで操作す

ることは問題なし。健診

データの取り込み作業、

問診データの取り込み

作業などのサンプルを

作成し、動作することを

確認した 

個 人 カ ル テ

(紙)作成 

・マルチマーカー 

・評価分析システム 

〇 

○ 

・マルチマーカーについ

ては、ＲＰＡツールによ

る地区、校区別にカルテ

の出力の作業が行える

ことを確認した 

・評価分析システムの端

末へＲＰＡをインスト

ールし、検証を実施。Ｒ

ＰＡツールが動作する

ことを確認した。マルチ

マーカーで出力した個

人カルテを元に受診者

の医療受診背景の確認

をしていくため、受診者

ごとの医療受診背景の

データを取得する作業

の効率化が見込める 

保健指導 ー 

 

ー ・業務効率化アプリ作成

で検証対応 
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④ ＲＰＡ導入効果 

現行の業務時間を元にＲＰＡツールでの推定削減効果を下表にまとめた。実業務に

て人のオペレーションそのものをＲＰＡツールで代替するため、代替できる業務内の

各作業にかかる時間＝ＲＰＡツールによる時間削減効果とした。 

ＲＰＡによる想定削減効果としては、全体で４８１時間が見込まれる。 

 

（図表１２） 

業務名 RPAツール 

適用可否 

現行の業務時間 RPA ツールによる

時間削減効果 

案 内 送

付 

― 宛名リスト作成、印刷、封入 

５日×１０人＝５０人日 

１人日＝７．５時間で換算すると 

３７５時間 

ー 

個 票 作

成・リス

ト作成 

― 個票作成 

（電話１０分＋手書き１０分）×

延べ４，０００人分＝１，３３３

時間 

リスト作成 

読み合わせ及び突合２時間×健

診２６回分×２人＝１０４時間 

合計 

１，３３３時間＋１０４時間＝ 

１，４３７時間 

― 

国 保 年

金 被 保

険 者 突

合 

― 住基情報突合作業 

１時間×２６回＝２６時間 

ー 

結 果 受

取 

〇 

 

マルチマーカー投入 

取り込み０．５時間×２２回＝１

１時間 

 

住基番号の突合 

２時間×５回×２人＝２０時間 

 

合計 

３１時間 
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１１時間＋２０時間＝３１時間 

個 人 カ

ル テ

( 紙 ) 作

成 

〇 

 

個人カルテ作成 

６地区×５日×２人＝６０人日 

１人日＝７．５時間で換算すると 

４５０時間 

４５０時間 

保 健 指

導 

ー 

 

ー ー 

 

⑤ ＲＰＡツール以外の業務効率化検討 

前述の通り、個票作成・リスト作成業務が全体の中でも１，４３７時間と多くの工数

が割かれている。特に電話受付については、電話受付時にヒアリングシート(紙)に記入、

その後 Excel に転記といった２重作業が発生していた為、福祉システムのオプション

として存在する健診申込管理システムを導入し、健診受付管理機能を電話受付しなが

らダイレクトに聞き取った結果を入力することで効率化が図れると考えた為、福祉シ

ステムのベンダーであるアイネス社に聞き取り調査を行った。その結果、そのオプショ

ンを導入することで、この工程で発生している１，４３７時間のうち、手書きとリスト

作業に要する時間の７７０時間は削減できる見込みであることが確認できた。よって、

今後、介護保険システムのオプション機能である健診申込管理システムを導入するこ

とが望ましいと考える。 

また、残り作業の電話受付部分は人で行っているが、コールシステム(ＡＩ音声自動

認識やナビダイヤルなど)の導入により、電話受付業務自体を自動受付にし、簡素化す

ることも検討可能と考えた。その場合受付された内容はデータ化されているため、ＡＰ

ＩやＲＰＡツールを用いればダイレクトに予約管理システムへのデータの反映が可能

になり、更に６６７時間の削減が可能となり、保健師・管理栄養士といった専門職が本

業務にあたっているが、専門職がより保健指導といった注力すべき業務に時間を充て

ることが可能と考える。以下にイメージを記載する。 

 

（図表１３）電話受付自動化イメージ 
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１１ 業務効率化アプリ設計及びプロトタイプの開発検証 

 

専門職業務の中で、デジタル化されていない部分である保健指導の記録部分について、

アプリを設計し、プロトタイプ開発・検証することとした。 

 

① 機能要件 

・タブレット、インターネットを活用した保健指導支援ツールを開発、提供する。 

・インターネットにおいてはＳＳＬ接続、ＶＰＮ等の利用などセキュアな運用を考慮

する。 

・タブレットにおける保健指導記録方法としては、候補データ選択方式、ペン入力を

用いるなど、現場における作業の効率化を考慮する。 

・個人情報の保護の観点より、個人情報は匿名化するとともに、端末上には個人情報

が残らないサーバサイドプログラミングにての方式提供とし、将来クラウドサービス

にて幅広く機能提供ができることを考慮する。※注１ 

・現場にて特定保健指導の初回(分割を含む）、継続的支援、中間評価、最終評価の入

力が行え、また生活習慣病重症化予防の保健指導についても情報閲覧、入力ができる

ようにする。 

・被保険者（住民）の経年の健診データを参照し、病態に応じた保健指導教材、RIZAP

メソッドの参照ができるようにする。 

・現場において、食事量、目標体重、糖分、塩分、アルコールの摂取目標などを計算

することができるようにする。 

・過去分の保健指導（法定報告済）、健診データについても閲覧できるようにする。 

・保健指導実施者情報、保健指導実施コース、保健指導利用者の情報、健診データ、

保健指導データについては現在行橋市にて利用中の健診分析支援ソフト(マルチマー

カー）と情報連携できるようにする 

 

※注１  

本事業における個人情報の定義およびその取扱い 

・実証フィールドの行橋市より、本事業を進めるにあたり、改めて行橋市個人情報

保護条例に基づき、個人情報取り扱いについて下記の通り、定義付けいただいた。 

 

個人情報とは 

・生きている個人に関する情報であって、その情報単体で特定の個人を識別できる、 

例：氏名、顔写真、氏名が分かるメールアドレス、著名人のネット上のニックネーム

や ID等 

・もしくは容易に他の情報と組み合わせることができ、組み合わせることで特定の

個人を識別できる情報 
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例：住所、電話番号等。それらだけでは識別できるとは限らないが、氏名と住所や電

話番号がネット上に公開されており、容易に照合できる場合には、これらを組み合わ

せた情報全体は個人を識別できるため、個人情報に該当するケースとなる。 

・個人識別符号が含まれる情報のいずれかに当たるものを指す。 

例：指紋、掌紋、DNA 塩基配列、パスポート旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、

住民票コード、マイナンバー等 

 

要配慮個人情報 

・本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いにつ

いて特に配慮が必要なもので、個人情報の一部を指す。 

・人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴、犯罪により害を被った事実、障がい、

健康診断の結果、刑事事件に関する手続き等。 

※取得について制限有 

・利用目的の公表等をしていれば取得自体には本人の同意が必要のない個人情報と

異なり、要配慮個人情報を取得する場合は原則本人の同意が必要。 

 

② アプリ設計においての個人情報の取り扱い 

・単独で特定の個人を識別できる情報、または他の情報と組み合わせることで特定の

個人を識別できる情報（個人情報保護法上の個人情報にあたる）については削除し、

匿名化を行う。（個人番号、名前漢字、名前カナ、保険者番号、被保険者証等記号、被

保険者保険証等番号、住所、電話番号を削除） 

・削除しない情報においては、その情報単独もしくは、残された情報同士を組み合わ

せても特定の個人を識別できない（個人情報保護法上の個人情報にあたらない）とし、

匿名化を行わない。 

・健診結果が要配慮個人情報にあたり、本人に不利益が生じないように取扱いに特に

配慮が必要なものであるという点は強調し、運用面で強化する。ただし、他情報等と

の組み合わせで特定の個人を識別できる状況ではないため、削除は行わない。 

 

③ 機能概要 

(ア) 管理者システム 

・管理者が PCからクラウドシステムに関する設定やデータの入出力を行うシステム 

・利用統計の表示 

・データ変換ツールで変換した健診データの経年取り込み 

・保健指導データの出力 

・実施者（専門職）のアカウント登録 

・指導コースマスタ登録 

・行動計画マスタ登録 
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・行動目標マスタ登録 

・個人記録設問作成 

 

(イ) 実施者システム 

実施者（専門職）がｉＰａｄおよびＡｐｐｌｅ Ｐｅｎｃｉｌを用い、保健指導現場

においてその記録と指導支援を行うシステム 

・実施者による指導予定確認、指導進捗の表示 

・対象者検索 

・指導予定検索 

・指導予定の作成 

・経年表の閲覧 

・保健指導の記録 

・保健指導における目標設定・計画等の入力支援ツール機能 

・保健指導教材の提供（ライザップ動画学習、指導 PDF教材、健康関連ツール） 

 

(ウ) データ変換ツール 

マルチマーカーとクラウドシステムのデータ変換と共に、個人特定情報の匿名化を

行う Excelマクロプログラム 

・マルチマーカーから出力した健診データの取り込み 

・健診データの内、個人特定情報を除去し他の情報に置換 

・保健指導データをマルチマーカーバックアップデータ形式に変更 

・匿名化時に除去された個人特定情報の復元 

 

 

④ システム構成図 

システム構成は（図表１４）の通り。 
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（図表１４）システム構成図 
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⑤ 画面遷移図 

（図表１５）実施者利用部分画面 ※保健指導入力アプリ仕様書(株式会社ウェルクル) 

 

  
 

 

 

 

 

画面遷移等非公開 
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（図表１６）管理者利用部分画面  ※保健指導入力アプリ仕様書(株式会社ウェルクル) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面遷移等非公開 
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⑥ 導入・検証 

(ア) 導入に向けての作業 

令和３年２月３日  

マルチマーカーから健診データを抽出し、匿名化ののちクラウドサーバーに情報を

アップロードし、タブレットにての保健指導情報が入力できる準備を行った。 

  令和３年２月４日 

行橋市地域福祉課において実際に使用される方を対象に導入説明会を実施した。 

保健指導対象者（実証フィールド） 

２月中の実施される予定のグループでの初回面談にてタブレット利用にてデータ入

力をすることとした。 

 

(イ) 利用状況（実績） 

タブレット利用者（専門職） ４名の方が利用された。 

以下サーバー内の管理機能において取得したログ情報によるものである。 

 

▼マルチマーカーからのデータ登録件数 

９９７件（経年分を含めた延べ件数） 

▼クラウドでの利用対象として設定された件数 

２０件 

▼目標値入力が行われた件数 

１９件 

▼利用回数 

ログイン １３回 

▼以下は支援ツール・教材の利用回数 

   （閲覧のみは含まず、利用後「コピーして閉じる」の数） 

目標体重 ０回 

消費カロリー ３回  

行動目標 ０回 

運動計画 ０回 

食事計画 ０回 

行動計画 ０回 

ライザップ ０回 

独自資料 ０回 

ツール １回 

ＰＤＦ資料 ０回 

 

後述するアンケート回答から閲覧のみ使用したケースがほとんどであった。 

期間が短く、保健指導対象者が少ないため、限られた範囲の利用となっていると思わ

れる。 
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(ウ) タブレットツールの使用感について 

使用後にアンケートにて情報を収集した。 

 

データ入力方法について(特にＡｐｐｌｅ Ｐｅｎｃｉｌを使った入力) 

・４名のうち３名は使用感に満足している。 

・不満足とされた１名の方の回答としては、ペン入力が慣れないため、日本語入力へ

の切替えが難しいと感じられたようだ。 

現場で使う場合の使用感について（取り扱い） 

・４名中２名が満足している。 

・不満足なケースとしては、現場で使うには重さの問題、落としそうになるという不

安がある、ということからケースなどの併用も必要との回答を得た。 

初回面談の保健指導入力での操作ほか使用感について 

・個別面談での利用する場面がなかったため、感想、改善要望のみの回答となった。 

・概ね機能は満足頂いているが、削減エネルギー目標設定時における改善要望を 1 件

頂いた。 

具備している４種類の保健指導支援ツールに使用感について 

・４名中３名の方からの回答があり、全員使用感は満足されているとの回答を得た。 

・特に利用されるツールということでは、「消費エネルギー量計算」が３名とも１位と

し、２位は「食事の塩分量」、３位が「お酒における糖とカロリー」4位が「飲み物の

糖量計算」という結果となった。 

全体的な意見要望 

・訪問指導で使ってみたいが、やはり個人情報が見ることができないために誤った情

報提供する恐れがあるので難しいとの感想があった。 

・エネルギー量などのツールは簡単な入力で使うことができ、資料が簡単に見つけら

れるという点は魅力的である。 

・訪問先で資料をコピーできればなお良い。 

・現在の機能では初回面談から最終評価までの一連の作業をタブレット上で進めるこ

とが前提となっているが、保健指導における初回、継続的支援、最終評価などの単独作

業フェーズでの利用ができることで利用範囲が広がる、 

などの意見を頂いた。 

 

 

(エ) 導入効果 

今回の実証実験においては、使用期間（保健指導実施期間）、保健指導対象者の人数が

限られたことにより、業務効率改善を定量的に測定するに至っておらず、上記のアンケ

ート結果より定性的な表現での判断とせざるを得ない。 

 

業務効率改善につながると思われる点 

・ペン入力での文字変換が使いやすい 

・初回目標設定時に選択方式をとったことで挙動数を減らすことができた 

・保健指導現場で各種計算ツールが有効 

・ライザップ動画など住民が興味を抱くコンテンツが住民の行動変容につなげられる 

改善が必要な点 

・個人情報保護の観点でタブレット上に個人情報を置くことができないため、保健指

導現場におけるデータの確認が困難で不安を感じる 

・機材が重いので扱い難い 

・現場で印刷ができない 
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⑦ 総評 

タブレットを使った新しい方式の保健指導ツールについては概して現場で利用され

る専門職の方々からは好感を持っていただき、今後も使ってみたいという感想を頂い

た。 

クラウドサーバーを用いたシステムにおける個人情報の取り扱いについては、今後

も継続して対策検討が必要であるが、本保健指導ツールは、現場における保健指導業務

において業務効率改善、保健指導の品質の向上に寄与するものであると確信した。 

 

⑧ 保健指導ツールの今後の取り組み 

(ア) クラウドサーバーシステムとしての独立化 

現在保健指導ツールは現場で利用されているマルチマーカー（健診分析ソフトウェ

ア）から健診データを取り出し、匿名変換後クラウドサーバーにアップロードし、保健

指導データ入力後はマルチマーカーを経由して法定報告を行う流れとなっており、マ

ルチマーカー経由が必須となっているが、マルチマーカーに依存せずに健診結果を登

録することで、法定報告、保健指導結果報告が行えるような改善を行う。 

 

(イ) 個人情報の取り扱いについての対策 

タブレット上で個人情報を扱うことができないことで、健診データを誤って取り扱

う可能性があることに利用者が不安を覚えていることが、本ツール利用拡大の最大の

ネックと考えられる。 

そのため、自治体行政における個人情報の取り扱いの許容できる範囲の中で、データ

の取り扱いミスを発生させない仕組みについて、現在の個人リスト参照方式からさら

に進んだ方式を組み込むための継続検討を行うこととする。 

 

⑨ 個人情報取り扱いについての今後の取り組みと考察 

機能要件項 ※注１「本事業における個人情報の定義およびその取扱い」に記載され

た事項に沿って本システム開発が行われているが、現行の方式においては利用者が誤

ってデータを扱う可能性があることは否めない。 

 

(ア) クラウドサーバーに個人情報を移動させることについて 

現在クラウドサーバー上には匿名化された情報を移動しているため、個人情報保護の 

問題とはなりませんが、一歩進めるためには、個人情報を記載したままクラウドサー

バーへのデータ移動が不可欠となる。 

この場合、クラウド事業者の管理するサーバーへの個人情報データの移動が、個人情

報保護法上の「提供」に該当するか否かがまず問題となり、「提供」に該当すると、本

人の同意や記録義務などの手続きが必要になる。 

ここで、「提供」とは、個人データ等を、自己以外の者が利用可能な状態に置くことを

いい、個人データ等が、物理的に提供されていない場合であっても、ネットワーク等

を利用することにより、個人データ等を利用できる状態にあれば、「提供」に当たると

される。 

さらに「クラウドサービスの利用が、本人の同意が必要な第三者提供又は委託に該当

するかどうかは、保存している電子データに個人データが含まれているかどうかでは

なく、クラウドサービスを提供する事業者において個人データを取り扱うこととなっ

ているのかどうかが判断の基準となる。 

本システムの利用者は個人情報を取り扱うことを前提とする自治体であり、そして、

システム管理事業者が、「契約条項によって当該外部事業者がサーバーに保存された

個人データを取り扱わない旨が定められており、適切にアクセス制御を行っている場

合と判断された場合においては、提供にあたらないと解釈される。 
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したがって、仮に保存データに対するクラウド事業者のアクセス権が認められており、

クラウド事業者がユーザーの保存した個人データを取り扱うこととなっている場合

には、「提供」に当たることとなるが、保存データについて利用規約上等でクラウド事

業者がこれを取り扱わない旨が定められており、適切にアクセス制御がなされている

場合には、「提供」には当たらないこととなり、今回の事業においてもこれらに準拠す

る契約、運用を行うならばクラウドサーバー上に個人情報を置くことができる可能性

があると判断できる。 

 

(イ) 機密情報を保護（セキュリティの観点から） 

クラウドサーバー上に個人情報を含むデータを移動させることにより、以下のリス

クにさらされることになる。 

 

・第三者によるインターネット経由での不正アクセス 

・データの長期保存に伴う暗号化方式の危殆化 

・ストレージの物理的な盗難 

・クラウド事業者の従業員による漏洩 

 

(ウ) 個人情報保護制度の見直しについて 

令和元年１２月に内閣官房に「個人情報保護制度の見直しに関するタスクフォース」

が設置され、令和２年１２月に最終報告がなされており、今後は本制度の中で謳われて

いる個人情報制度の在り方を踏まえてシステムの改訂、運用に取り組むこととしたい。 

 

(エ) 考慮すべきセキュリティについて 

クラウドサービスにデータを保存する際に、利用者側（例えば、利用企業のプロキシ

サーバなど）でデータを暗号化してからクラウドに保存し、また、保存されたデータを

参照するときは、データを平文に復号して表示させるなどの「利用者による鍵管理」な

どを用いるなどのデータ保護方式を組み込むことが、データ漏えいリスクと、第三者に

よる不正アクセスリスクへの対策となると考える。 

 

(オ) デジタルプラットフォームにおけるセキュリティ対策について 

 今後本格的にデジタルプラットフォームを利用したデジタルサービスを展開するに

あたっては、第１１章にて有識者の意見を参考に検討することとする。 
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１２  データプラットフォームにおけるセキュリティ検討について 

 

  保健指導アプリの実用にあたっては、データプラットホームのクラウド化が必要であ

り、これについては、株式会社ＳＣＮと検討を行った。 

 

① 検討の方向性 

 デジタルトランスフォーメーションは、官民双方の生産性向上の鍵になると言われてい

る。具体的施策としては、業務プロセス見直し・簡素化、ユーザー視点のデジタルサービス

開発により、官民双方の業務負担の軽減、また認証やデータのオープン化・連携など共通機

能を標準化することで、効率的な IT投資を実現し、より便利なユーザー体験を可能とする

ことである。その前提として、官民双方がリアルタイムにデータ共有できるデータプラット

フォームが平常時だけでなく、災害時においても常時アクセス可能なものとして運用され

ている必要がある。 

これまでの情報セキュリティ方針や運用ガイドラインから考えると、縦割りでの個別管理

の弊害により、クラウドを通じた個人情報に紐づくデータの共有自体ができておらず、ロー

カル（オフライン）での管理に留まっている。それが、国民の命を守り、経済を再生させる

ためにデジタル化推進を前提とした制度の変更が検討されており、大きく前提が変わろう

としている状況である。2015 年以降、自治体情報セキュリティクラウドの構築により、セ

キュリティ対策の改善はできたが、まだまだ各自治体によるレベルの差異が大きく、求めら

れるサービスに応じた柔軟な選択ができるようには至っていない。今後は横断的に官民双

方でのデータ共有を可能にできるかどうかも大きなポイントになるため、外部との連携の

ために様々な認証方式が対応できる形に最初からしておくなど、仕様自体の議論が進んで

いくものだと思われる。 

現実的な運用可能な仕組みにするためにも仕様の共通化によるコスト抑制とセキュリティ

運用方式の見直しによる対策強化が望まれている。本レポートにおいては、現状の法案改正

と並行して進められている技術検討の内容とそれに伴う技術開発の現状/見通しを整理し

ながらセキュリティ検討をすることとする。 

 

② 関連法案及び検討状況の整理 

 まずは、現状の IT基本法及び個人情報保護関連法案の検討の動きを整理する。 

日本国内においては、IT戦略は平成 13年の「e-Japan戦略」から始まり、主にインフラ整

備と IT利活用を推進してきた。その後、政府 CIOの設置及び官民データ基本法の成立等に

より、「データ利活用」と「デジタル・ガバメント」を戦略の新たな柱として推進している。  

直近の動きで言うと、2020年 6月 12日に「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正す

る法律」が公布されている。2020 年 12 月 25 日に「個人情報の保護に関する法律施行令及

び個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令（案）」（政令案）、「個人情報の保

護に関する法律施行規則の一部を改正する規則（案）」（委員会規則案）が公表された。政令
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案・規則案によって、個人データの漏えい等の場合における委員会報告・本人通知、仮名加

工情報、個人データの提供先基準、個人データの越境移転、事業者が新たに公表・開示すべ

き事項について、詳細な規定が示された。 

個人情報保護制度の見直しは、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等

個人情報保護法の３法（以下「保護３法」という。）を統合し、独立規制機関である個人情

報保護委員会が、民間事業者、国の行政機関、独立行政法人等の３者における個人情報の取

扱いを一元的に監視・監督する体制を構築しようとするものである。 

その際、保護３法を単に形式的に結合するのではなく、現行法制の縦割りに起因する規制の

不均衡や不整合を可能な限り是正することが求められている。現行法制の縦割りに起因す

る規制の不均衡は、医療分野・学術分野における個人情報の取扱いに関する規律に最も顕著

に表れている。実質的に同等の立場で個人情報を取得・保有している場合であっても、主体

が公的部門（独立行政法人、国立大学等）に属するか、民間部門（私立大学、私立病院、民

間企業等）に属するかによって、適用される法律上の規律が大きく異なっており、これが、

公的部門と民間部門との垣根を越えた共同研究を躊躇させる一因となっているのとの指摘

も見られる。実際に内閣府 SIP 防災プロジェクトで災害医療現場の最前線でもある日本赤

十字社の現場からもこういった情報共有に関する課題については同様の声をキャッチして

いる。 

 また、デジタル庁の設立に向けて、デジタル強靭化社会のための IT新戦略が論じられる

中、IT基本法等関連法制の改正が進められている。2019年のデジタル手続法により、情報

通信技術を活用した行政の推進（情報システム整備計画、手続等における情報通信技術の利

用、添付書面等の省略）や民間手続における情報通信技術の活用の促進に関する施策が自治

体単位で検討されている。 

欧州の GDPRの影響もあり、プライバシー保護への対応が議論されているところだが、今後、

データ分析や cookie の提供を行う事業者は特に注意が必要になる。CMP（コンセントマネジ

メントプラットフォーム）の実装による対応が求められる場面が増えるなど、スーパーシテ

ィ構想などのスマート社会においては全ての場面に影響してくる。 

 

③ デジタルプラットフォームの要件 

 「経済財政運営と改革の基本方針 2020」（令和２年７月１７日閣議決定）において、自治

体業務システムの統一、標準化に向けた動きについて言及され、デジタル庁の設置に向けて

大きく進み始めている。 

 個別の省庁で検討されているデジタルプラットフォームにおいては、部門間を越えてデ

ータが利用できるように、セキュリティの確保と利用に応じた適切なデータ加工が随時行

えるような仕組みが必要だと考えられる。また、自治体毎の運用方針の差異についても、そ

れぞれに応じたデータ加工を実現し、データ連携基盤とクラウド間でのよりプライベート

な形でのデータ共有を可能とすることが必要だと考えている。 
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 官民連携に留まらず、地方公共団体の広域連携においてもそれぞれの間でデータ活用を

するための同様のセキュリティ機能／相互利用可能なインターフェースが必須である。現

在は、いわゆる「三層の対策」として、情報システム・ネットワークを三つのセグメント（マ

イナンバー利用事務系、LGWAN接続系、インターネット接続系）に分離・分割すると同時に、

インターネット接続系においては、都道府県と市区町村が協力し、原則、都道府県単位でイ

ンターネット接続口を集約した上で「自治体情報セキュリティクラウド」の構築を行ってき

た。その更新時期も迫ってきているため、次期の在り方について検討する必要が出てきてい

るのが現状である。 

さらに、政府における「クラウド・バイ・デフォルト原則」などを受けたクラウド化、デジ

タル手続法の成立による行政手続きのオンライン化、働き方改革や業務継続のためのテレ

ワークなど、自治体においても新たな時代の要請が日々増大している。住民情報については

引き続き情報流出を徹底して防止する必要があること、従来の「三層の対策」による強靭化

モデルは、自治体の情報セキュリティレベルの大幅な向上を短期間に実現しているため、そ

の基本的な枠組みは維持するが対策の強化が必要だと言われている。「三層の対策」の見直

し検討については下記の通りである。 

 

＜三層の対策の見直しポイント＞ 

マイナンバー利用事務系の分離に係る見直し 

・ 住民情報の流出を徹底して防止する観点から他の領域との分離は維持 

・ 十分にセキュリティが確保されていると国が認めた特定通信（ガイドラインに明記、ex. 

eLTAX、マイナポータルを活用したぴったりサービス）に限り、インターネット経由の申請

等のデータの電子的移送を可能とし、ユーザビリティの向上及び行政手続のオンライン化

に対応 

 

LGWAN接続系とインターネット接続系の分割に係る見直し 

・クラウド・バイ・デフォルト原則やテレワーク等の新たな時代の要請を踏まえて、従来の

「三層の対策」の基本的な枠組みを維持しつつ、効率性・利便性の高いモデルとして、イン

ターネット接続系に業務端末・システムを配置した「新たなモデル」（βモデル）を提示 

・ただし、自治体によっては対応可能なセキュリティ対策のレベルには差があることから、

新たなモデルの採用に当たっては、情報資産単位でのアクセス制御、監視体制や CSIRTなど

緊急時即応体制の整備、個々の職員のリテラシー向上など人的セキュリティ対策の実施が

条件となる。 

 

  



- 41 - 

 

１３  保健指導入力支援ツールに関するセキュリティ診断 

 

① セキュリティ機能評価 

現状の情報セキュリティ基本方針/運用ガイドラインに準拠する形での整理と、次期

自治体情報セキュリティクラウドの在り方及びスーパーシティ構想等で実現されるデ

ジタル強靭化社会でのあるべき姿を考慮した形での整理をすることとする。 

まずは現状の基準に照らし合わせて、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）による

「安全なウェブサイトの作り方 改訂第 7版」（チェックリスト）を基に仕様を確認した

ところ、端末は通常の HTTPS、開発者とは IP 固定の通信をしている点においてはセキ

ュリティ面で言うと問題は無いと考えられる。 

ただし、これまでローカル管理をしていたデータに対して、Webアクセスに特化した形

であることを考えると、一部のデータについてはパケットレベルで暗号化するべきで

はないかと考える。 

既存の組織にはそれぞれサーバーにアクセスする認証スキームは独自運用してきた

点とデータ管理上、自分の組織のデータをエリア外で管理するようなことはプライバ

シーやセキュリティ問題が発生したときに対処したくないのでやりたくない、でも何

かのルールを作って他の組織とデータ共有できるようにしたいということの課題のニ

ーズが存在するため、根本的には他の仕様によって解決する必要がある。 

今回のシステム構成においては、自治体のＰＣを扱う公務員による人的なデータ流

出リスクを回避することは目的とされておらず、使用するさくらインターネットクラ

ウド側（運用側）ですべてのデータが管理され端末側は一切データを持たせない構成と

なっている。その意味で運用側の情報漏洩リスクはＧｏｏｇｌｅやＡＷＳ同様に考え

られていない。そうすると、結局ファーウェイ社のバックドア問題などもしかり、運用

側にセキュリティホールを最初に作られて特定の管理者しかアクセスできないような

仕掛けを入れられてしまうと個人情報などは全て筒抜けになる。 

また、このシステムで保管されているデータを別の自治体や他の自治体連携機関で

共有運用できないので、行政サービスのデジタル化において重要なマイナンバーのマ

イキープラットフォームなどのミドルウェア連携運用は不可能である。 

他の方式として、プライベートプラットフォームを有効活用した場合、さくらインタ

ーネットクラウド側でデータ連携基盤用のＡＰＩを導入してもらうことで、自治体側

で必要なデータは APIを介して他の自治体や連携機関とデータ取得/提供できるように

なる。 

 

② 改善提案 

自治体内部システムやＬＧＷＡＮはセキュリティによるＰＣ運用の制限やネットワ

ーク接続の制限、データ管理運用上のアクセス制限、さらに独自ＤＢによる特定メーカ

運用により古めかしいシステムとなっていたが、デジタル庁が発足しこれを改善して

いく流れは一応できたところだと認識している。といっても一気にオープンプラット

フォーム化に舵を切ることはないので、ローカルシステムを少し追加変更すればロー

カル toローカルのバックアップも自動化できるので、ＢＣＰ対策にも有効であるとい

うことをまずは示すべきかと考えている。 
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（図表１７） 

 

 
 

また、(図表１７)のローカルサーバをさくらクラウドに置き換えることも可能となる。マ

イキープラットフォームを連携する場合についても、マイキープラットフォーム自体がロ

ーカルサーバ側の位置づけになることで運用が可能となる。ローカルサーバ側で接続され

る PCやその認証スキームを変更せずにデータ連携するためのサービスをプラットフォーム

として共通化することが可能である。 

岡山の情報ハイウェイは県内リンクとして当時先進的なモデルで構築された。SINET や

JGNにも接続されており、ＣＡＴＶ他民間サービスも乗り入れています。しかし、結局イン

ターネットのアクセス網でしかなく、データ連携基盤が入ったシステムとしては運用でき

ていない。このようなアクセス回線はｅ－Ｊａｐａｎ構想時代に全国展開されましたが、現

在は携帯網がそのあとインターネットアクセスの主力となって利用価値も低減している。

データ連携基盤を導入し、その利用価値を高めてあげるだけでも高額な回線保守費を支払

っている県や自治体には響くのではないかと考えている。 

狙いとしては、現状では「縦割り組織でしか、もしくは庁舎内でしか使えないデータをど

う外部利用できるようにするか」という問いに対して、ローカルネットワークを活用した運

用によってセキュアな環境を担保する方法を提示したいということである。 

現在の案では、外部で利用する際にユーザーを特定したタブレットで外部からインター

ネットを通じてクラウドへアクセスし、暗号化したデータとして個人情報部分を取り扱う

という形になっているが、そもそも個人情報をクラウドに置けないことが問題になってい

る。 

データプラットフォームの在り方として、官民双方が相互利用できるデータ連携基盤と

なっていること、ＡＰＩ等によりサービス利用が可能になることが、デジタル強靭化社会に

おいてはとても重要だと考えている。クラウドとエッジクラウドの活用を可能とするため

につくられたアーキテクチャであるＮｅｒｖｅＮｅｔを最後に紹介したい。 

 ＮｅｒｖｅＮｅｔとは、国立研究開発法人情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）が開発した、災

害に強く、地域内の通信と情報流通を担う地域情報通信プラットフォーム技術である。地域

の情報ネットワークの保護とプライベートなプラットフォームを簡単に実現するネットワ
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ーク基盤であり、アクセス制御、エッジ処理等でセキュリティを高められる（ローカルネッ

トワークでデータ処理）。 

 

（図表１８） 

 

 
 

そのインフラを活用すれば、タブレットなしで個人ＩＤ（端末）を有する端末であれば何

でも利用できる（ＮｅｒｖｅＮｅｔのネットワークを利用することでセキュリティを担保）

が実現して、この応用で個人情報に含まれるデータであっても、他の用途（災害救助、学校

教育現場等）で利用できるセキュアなローカルプラットフォームが実現できる。今後のデー

タプラットフォームの在り方を見据えたサービス設計が求められていると考えている。 
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１４  特定健診施策への関心を喚起するデータ活用型コンテンツの実証 

 

① 住民向けワークショップの実施（座学＋運動実技） 

 

(ア) 概要 

実施日時 令和年１１月２６日（木） １８：００～１９:３０（90分） 

実施場所 リブリオ行橋 

対象者条件 行橋市民の方で健康づくりや健康寿命延伸に興味のある方 

参加者内訳 

会場３６名、オンライン２２名（最大視聴２６※関係者含む） 

参加者内訳：アンケート集計結果グラフ参照 

（男性：９名、女性：３０名、無回答３名） 

実施内容 

・デジタルデバイスを用いたオンライン型併用のワークショップ 

・14万人の食事と運動データによるエビデンス活用 

・RIZAPメソッド（食事・運動・習慣化）を実践するワーク 

・無関心層への行動変容をもたらす講義 

・特定健診への定期的受診を促す 

・アンケートによる調査で健康意識など効果検証 

・４０歳以上受講者の方を抽出、当年と翌年度の受診率を検証 

ワークショップ内容 

（座学+運動体験） 

座学 

・生活習慣の振り返り 

・心のメカニズム 

・RIZAPメソッドの秘密（食事・運動・習慣化） 

運動体験 

・ストレッチ、ハムストリングスストレッチ 

マーチ、スクワット、アームクローズ 
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(イ) 募集方法 

行橋市広報で住民向ワークショップ参加者を募集した。 

 

【行橋市募集チラシ（市報掲載）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ウ) 行橋市提供データ 

目標指標数値として、（図表１９）を行橋市より提供された。 

 

(図表１９)行橋市健診・保健指導等目標指数 
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※ＲＩＺＡＰメソッド（食事・運動・習慣化）を実践するワーク風景 

(カ) 住民向けワークショップ終了後アンケート結果データ活用のコンテンツ実証 

次頁の通り、住民向けワークショップ終了後アンケートを実施した。 
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(キ) 住民向けワークショップ終了後アンケート集計結果 

 参加者の属性調査 

住民向けワークショップ参加者内訳は、会場とオンラインでの全体参加者：男性：

２１％女性７１％未回答７％となった。 

また、会場参加者は、男性１７％女性７５％未回答８％となり、女性の参加率が高

く、男性の参加率が低い結果となったが、オンラインでの参加者：男性５０％女性５

０％となった。(図表２０) 

また、年代別参加者は、５０～７０代７９％３０～４０代２１％１０～２０代０％

となった。(図表２１) 

    

（図表２０）属性分析   

 
（図表２１）年代別分析   

 
＊上記参加者属性調査の内、オンライン参加者属性はアンケート調査回収された方のみが対象になります。 

 

オンライン申込者は、２２名あったが、アンケート回収できたのが６名であった。アン

ケート未回答のため、１６名の方の属性分析ができていない。申込者２２名の内、視聴数

も同数とキャンセルはなかった。自宅や職場などで手軽に参加できるため、１視聴で複数

名の方が参加されていたのでないかと推察される。また、オンライン申込者の２２名の年

代別分布は、(図表２２)の通りであった。申込者自体は、３０代４０代も多いといえる。 
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(図表２２)オンライン申込者の年齢分布   
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１５ 参加満足度合・実践できる内容に関する調査 

ワークショップに参加してのアンケートに対して大変満足６４％まあまあ満足２

１％と８５％の方が参加して満足の結果であった。また、参加者の内８３％の方が明日

から実践できる内容との結果であった。(図表２３) 

 

（図表２３）アンケート調査  ※出典：市民ワークショップアンケート（株式会社ＲＩＺＡＰ） 

 

 
 

 今年度健診受診率・健康面で困っている内容の調査 

参加者全体で健診受診者 86％と高い結果であった。また、健康面で困っている内容に

ついて①運動不足②体力の低下③肩こり④腰痛の順となった。 

 

(図表２４)健診受診率・健康面調査   

  
 

 意識変容に関する調査 

参加前に対する健康意識調査で必要性を感じているが行動に移せていないと回答が

全体の４３．９％だったものが、参加後は２．５％に減少した。また、明日から実践で

きるかの回答は参加後は、５２．５％と高い結果となった。 

 

(図表２５)意識変容調査   
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 これまで同種セミナー参加経験、今後の参加についての調査 

同種のセミナーに参加経験ある方は、２１％で参加経験のない方は、６７％と初めて

参加した方が多かった。また、今後も、同セミナーに参加したい方は８３％であった。 

 

(図表２６)セミナー参加経験と今後の参加予定  

 
 

 考察 

同種の対面スタイルのワークショップ参加者について、過去ＲＩＺＡＰ社のデータ

から見受けられる事として女性の参加率が高く男性の参加率が低い傾向があり、この

調査からも女性の参加者が多く男性参加者が少ないことについては、同様の傾向であ

った。 

しかしながら、今回、デジタルデバイスを用いたオンラインワークショップ男性参加

者の割合が５０％と高かったことから、オンラインの手法を用いる事により男性の参

加率向上に繋がると推察される。 

また、年代別に関して４０代の参加者が１３％と参加率が低く、特定健診同様に参加

を促す工夫が必要と考える。 

ワークショップに参加されている方の内８６％の方が健康診断を受けている事から、

参加者は健康に対する意識の高い方が多いのではないかと考える。 

一方で、実施前調査で、実践に移せていない方が４３％と多く、また同種のイベント

にも参加された事ない方の割合が高いことから、健康意識は高いものの、行動変容レベ

ルは低い対象者が参加されており、今回、実施後調査に於いては、明日から、実践する

という回答 

の方が、５２．５％の方が実践する８３％が再度参加したいと回答があったことから、

今後、行 

動変容のために動機付けが必要である。 

さらに、行動変容を促す必要のある、健診未受診者層にも多く参加いただける取り組

みも必要であると考える。 

 

 ＲＩＺＡＰ社の所感 

・対面とオンライン（ＬＩＶＥ）を並行したため、LIVE配信を考慮して準備物やワーク

の方法をそれぞれ行いながら進めた。 

・参加者の反応も良く、前のめりで受講されている。  

・オンライン受講の方からもいい印象だったようで対面・オンライン並行のセミナーと

して参加者のアンケートより満足度８５％と高い評価をいいただいた。 
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・講義内容については、ＲＩＺＡＰ１４万人の食事と運動データのエビデンスの活用、

行橋市の評価指標データ、厚生労働省の健診受診データなど活用して「特定健診施策への

関心を喚起するデータ活用型コンテンツの実証」を行った。各データを活用することによ

り、より一層に良い喚起を促す内容をワークショップでナッジ提案も含め示せた。 

・アンケート集計内容にも実施前と実施後に比較してみると顕著に結果に反映されてい

る。 

特に、健康に対する意識変容に関する調査に於いては「必要性は理解しているが行動に移

せていない」という回答が実施前４３．９％だったものが、実施後２．５％になり、また、

実施後「明日から実践する」が５２．５％となったことは、評価できる内容といえる。 

 ・同種内容のセミナーに次回参加したいと意欲のある方が８３％だった。この結果から

健康無関心層から関心層への行動変容をもたらすことが喚起できたと考えられる。 

・この度のワークショップで参加された方々が行動変容に繋がれば、健診受診率の向上

に寄与すると思われる。 

 

② 保健師向けワークショップの実施 

 

(ア) 概要 

意見交換会 

令和２年１０月２７日（火）１４：００～１５：００（６０分） 

ワークショップ実施にあたり意見交換会 

参加者：秘書課３名地域福祉課２名 RIZAP３名 

実施日時 
令和２年１１月４日（水） １３：００～１５：００（１２０分） 

オンライン型ワークショップ 

実施場所 行橋市役所 

参加者内訳 保健師・管理栄養士 ６名 

実施内容 

・データ活用型保健指導及びデジタルデバイスを用いた非対面プ

ログラム 

・保健指導コンテンツの類型化の整理 

ワークショップ内容 

【保健師向け行動変容セミナー】 

・企業説明 

・トレーナーの役割 

・14万人の食事とデータによるエビデンスの活用 

・RIZAPメソッドの秘密（あり方＆やり方・コーチング・運動） 

・糖尿病等予防プログラム指導内容 

・データを活用したアプリ使用内容 

・質疑応答 
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(イ) 保健師向けワークショップアジェンダ 

 

１．ＲＩＺＡＰ企業説明（自己紹介付き） 

２．トレーナーの役割 

   ・目標設定 

３．ＲＩＺＡＰメソッドの秘密 

   ・あり方とやり方 

   ・コーチング 

   ・運動編（トレーニング実技） 

４．糖尿病予防プログラム概要 

   ・質疑応答 

 

(ウ) 保健師向けワークショップ内容 

 

【１４万人の食事・運動・生活習慣によるエビデンス活用】(ＲＩＺＡＰ株式会社 出典)   

 

【ＲＩＺＡＰメソッド・行動変容・コーチング】(ＲＩＺＡＰ株式会社 出典) 

 

【あり方とやり方】(ＲＩＺＡＰ株式会社 出典) 

 

(エ) 保健指導コンテンツ類型化の整理 

ＲＩＺＡＰのエビデンス活用事例など中身から類似してある共通性の物をカテゴラ

イズした。 
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【オンライン型ワークショップ】 

 
※オンライン型ワークショップ実施写真 

 

保健師向け行動変容セミナー保健指導に必要なあり方＆やり方などコーチング術 

・データ活用型保健指導及びデジタルデバイス等を用いた非対面プログラム 

５名の保健師・管理栄養士に ID・パスワード付与 

 

【ＲＩＺＡＰアプリ】(ＲＩＺＡＰ株式会社 出典) 

デジタルデバイスを体感いただく事でデータ活用型保健指導に役立てる。こととした。 

食事管理、体重、体脂肪など日々の記録を管理し、メッセージのやりとりでアドバイスを

行う。 

 

(オ) 保健師向けワークショップ終了後アンケート結果データ活用のコンテンツ実証 

次頁の通り、住民向けワークショップ終了後アンケートを実施した。 
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(カ) 保健師向けワークショップアンケート集計結果 

 参加者属性調査 

行橋市保健指導の支援に関わっている保健師・管理栄養士を対象にワークショップ

を実施した。（保健師：３名 管理栄養士：３名） 

 

（図表２７）参加属性調査   

 
                    

 

 参加者満足度・意識に関する調査 

ワークショップに参加してとても良かった：３３％ 良かった：６７％とあわせて１

００％と高い結果となった。内容についてはＲＩＺＡＰのメソッドの部分が上手く伝

えられ共感いただけたことが推察された。 

（図表２８）満足度調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者からの具体的な感想は以下の通り。 

 

良かった：RIZAPのメソッドを知ることでその人の人生を応援するという方針に共感できた。 

     目標設定の方法・指導のポイントを知れました。 

活かせる：簡単な運動を使わせてもららいます。 

目標の立て方でイメージをふくらませて実行に移しやすい。 

対象者に対する接し方や声かけの方法を学べたから。 

     指導内容が特別に難しいものではなく、相手に寄り添って行うことが 

     大事とのことだったので、実践できそうだと感じました。 
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 今後の保健指導に活用に関する調査 

とても活かせる：１７％、活かせる：８３％とあわせて１００％となった。 

活かせる内容について特に傾聴力、伝え方、寄り添いなど心理学的な部分が役立つとの回

答が多い。 

 

（図表２９）今後の保健指導への活用調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参加者からの具体的な感想は、以下の通り。 

 

とても活かせる：傾聴のテクニックを身につけたいと思った。 

        伝えることの難しさを感じた。 

活かせる：   簡単な運動を使わせてもらいます。 

目標の立て方でイメージをふくらませて実行に移しやすい。 

対象者に対する接し方や声かけの方法を学べたから。 

        指導内容が特別に難しいものではなく、相手に寄り添って行うことが 

        大事とのことだったので、実践できそうだと感じました 

  

 保健指導に実践できるかの調査 

はいと答えた方６名：１００％と全員が保健指導に実践できるとの回答でワークシ

ョップの内容が保健指業務に効果があったと伺える。 

 

（図表３０）保健指導への活用 
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 考察 

保健師向けのワークショップを実施後にアンケート調査をした結果、参加者全員が

参加してよかった・保健指導に活かせる内容だったという回答であった。 

特に、他自治体でも、声としてあがる「民間が行っている指導内容と自治体が行っ

ている専門職業務の指導内容・方法に対して乖離などがあるのではないか」と言う不

安材料への対応策として、先ずはＲＩＺＡＰ流指導方法や考え方を保健師に伝え納得

していただくために、ワークショップとは別に意見交換会を実施した。 

そこで、弊社のメソッドに理解をいただくことで、より講義の内容に対する効果が

あったと考える。 

 

 ＲＩＺＡＰ社トレーナーの所感 

保健指導の際に、上手く伝わらない事や悩んでいる部分をお教え頂き、RIZAPが実

施するあり方やり方、傾聴の部分をお話し、ワークを取り入れて実践形式で学んでい

ただいた。アンケートでは、満足度が「指導に活かせる・明日から指導で実施でき

る」と１００％の回答となり、今までのＲＩＺＡＰの偏った指導方法を行うイメージ

も変わり、学んだことを活かした保健指導を今後行いたいと感じていただけた。 

また、コメントでも「傾聴のテクニックを身につけたいと思った。伝えることの難

しさを感じた」との前向きなコメントも多くあがった。 

ワークショップはオンラインを活用した非対面講義で行い、もれることなく伝える

ことができた。糖尿病予防等プログラム内で参加者が使用しているアプリを５名の保

健師・管理栄養士に利用いただき、データ活用型の保健指導を実践した。今後も継続し

てデジタルデバイスを使用いただくことで、データ活用型保健指導に役立つと感じた。   

ＲＩＺＡＰ１４万人の食事・運動・身体データのエビデンスを活用することで保健指

導の類型化の整理をする素材となりえる。 

 

 

③ 特定健診施策への関心を喚起するデータ活用型コンテンツの実証 

 

(ア) データ活用型保健指導・デジタルデバイスを用いた非対面型保健指導の可能性の整

理 

 

今回は、対面方式と非対面方式の指導（オンライン指導）でのハイブリッド式の保健

指導を実施し調査した。また、デジタルデバイスの活用はＲＩＺＡＰ独自のアプリを使

用し、各個人の体重、体脂肪、BMI、食事内容、運動内容を入力し、３か月間の変化を

追った。 

この入力をされた個別のデータを活用し、ＲＩＺＡＰが保有する１４万人のボディ

メイク時のビックデータをもとに、参加者の属性に合わせた最適な指導内容を提供し、

効率的な体重減少の結果に結びつけることができた。 

今後の展開の可能性として、事前スクリーニングを個別データにおいて行い、対面型

もしくは非対面型プログラムへの最適なマッチングなどを行い、離脱予防やリバウン

ドへの対策に活かすことを検討している。 

今回、非対面で実施した場合の課題点として、参加者のインターネット環境の整備が

必要であった。次回以降は、各家庭のインターネット環境を整備することでより円滑で

安心した環境下での保健指導につながるので、プロバイダーの巻き込みも重要になる

と感じた。 
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住民向けワークショップのような集団型指導実施については、ウェアラブルデバイ

ス等などのＩＣＴを活用し、運動量や心拍数管理などにより個別に運動強度を提供で

きる。その結果集団指導でありながら、より１対１で行なう、指導に近づけることがで

き、受講者の満足度も高められると考える。また、ウェアラブルを導入することで、非

対面指導の課題である体調管理、安全の担保が可能になる。 

 

(イ) 官民連携によるデータ利用の際のルール規約等の整理 

事業実施内に於いてのデータ利用について、個人情報保護の観点から官民による秘

密保持契約の締結後事業実施を行った。 

自治体からの必要データについてはオープン化された指標データに留まったため規

約等の制限には影響はなかった。 

プログラムを行う際の健康改善効果をあげるために必要になるスクリーニングにつ

いての既往歴・薬歴データもしくは事業実施内での取得データに関しては参加者個人

と官民での同意書を交わしている関係上問題ないと考える。 

民間企業であるＲＩＺＡＰが持っている１４万人のデータ活用して保健指導は行っ

たことは改善効果に有効であったが、既存のＲＩＺＡＰアプリに溜まった情報を匿名

化することができずそのデータの直接的な活用はできなかった。 

また、プロトタイプのアプリ開発にあたり、保健指導教材の提供としてライザップ動

画学習指導教材として提供したが、メソッド保護の観点から既存にある動画内容に留

まった。 

今後の比較検証として調査を行うことが可能である場合、今年度プログラム参加者

の翌年度健診データなどが必要であると考え、その場合の検証項目に対して、再度精査

を行いどのデータ利用が必要かを明確にするともに、要望しルール規約等の整理を行

う。 

 

(ウ) 特定健診業務におけるペルソナ設定、分布の整理及び保健指導コンテンツの類型化 

この度のプログラム内の調査からＲＩＺＡＰのエビデンス活用事例の中身から、共

通性の物のカテゴライズを行い、ペルソナ設定、分布の整理をおこなった。 

（図表３１） 
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① 栄養：減量指導 運動：低負荷から 散歩、自重 BMI高い 体力低い 

② 栄養：減量指導 運動：高負荷を目指す 筋トレ、荷重トレも可能 BMI高い 

体力がある 

③ 栄養：バランス指導 運動：高負荷を目指す 筋トレ、荷重トレ BMI低い 体

力ある 

④ 栄養：バランス指導 運動：低負荷から 散歩、自重 BMI低い 体力低い 

 

(エ) 健康無関心層の参加意欲を喚起するナッジ提案・実証 

住民向けワークショップでは、対面・非対面の参加者５８名の方に対して講義内でナ

ッジ提案を行った。 

内容については、心のメカニズム「人を動かす要因」動機について２つの内容（ポジ

ティブ・ネガティブ）と習慣化の秘訣の行動知見を活用した。 

ネガティブな動機により引きおこされる行動には即効性はあるが、持続性が欠如す

る。例えば、「歯がいたくなったら歯科医へ行くが痛みがなくなれば治療をやめ元の生

活に戻りやすい、そのため再び痛みを引き起こす可能性がある」がネガティブ動機。一

方、ポジティブ動機により引きこされる行動には持続性がうまれやすい。例えば、「歯

がいたくなったら歯科医へ行くが痛みがなくなったあとに生涯健康な歯を維持するた

めにメンテナンスをする。」といったように目標アップデートすることにより行動を持

続できるがポジティブな動機の特徴である。 

実施後のアンケート調査の結果から、（図表２５参照）実施前と実証後の行動変容の

意識から、１７名の方の意識が行動変容につながった調査結果であった。 

また、（図表２６）参照の結果から、健康イベントなどに再度参加したいとの意向が

多い調査結果より、健康無関心層の方へ健康イベントなどに参加するきっかけづくり

が重要なことが考えられる。 

ネガティブな考え方からポジティブな方向への行動変容に導けたことがアンケート

調査より証明できた。 

参加されている方の健診受診率８６％であることから健康への関心があることが伺

える。 

参加意欲を喚起するナッジ提案より、改めて毎年の健診受診継続や健康イベントに

参加するきっかけづくりなどの勧奨などができ、健診未実施者などの健康無関心層の

方へも健診受診、行動変容への参加意欲を喚起するナッジ提案が実証できた。 
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１６ 個別最適化された保健指導に資する ＥＢＰＭ による手法の整理 

 

① 糖尿病等予防プログラムの概要 

実施期間（全８回） 令和２年１２月５日（土）～令和３年２月２７日（土） 

体組成等測定会 令和３年月１３日（土） 

実施場所 
・地域ケア複合センター  

対面指導１～４回目・オンライン指導５～８回目 

募集条件 

国保枠：令和元年度もしくは令和 2年度の特定保健指導対象者で、

年度末年齢４０～６９歳、ＨｂＡ１ｃ６．５以上１０以下、尿蛋

白＋（プラス）以上は除く収縮期血圧１８０以上もしくは拡張期

血圧１１０以上は除く 

一般公募枠：令和２年１１月１日現在で行橋市内に住民表を有しか

つ在住し糖尿病予防を希望する方、BMI２５以上の方、４０～６

９歳の方、全プログラムに参加可能の方、申込時提出の質問票に

て全プログラム参加可能と認められた方 

参加者人数 
１８名（男性５名、女性１３名） ４４歳～６９歳の方 

国保枠９一般公募枠９名   合計１８名 

実施内容 

・出張型トレーニング 

・食事管理/指導 

・専用アプリで（食事・体重・体脂肪など目標管理） 

 実施内容 

（３カ月出張型プログラ

ム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１回目】令和２年１２月５日（土）対面 

・初回体力測定・血液検査（採血）・体力年齢測定 

・生活習慣の振り返り 

・目標設定 

・1週間の食事、運動 

・サポーターについて 

【２回目】令和２年１２月１２日（土）対面 

・1週間振り返り 

・ボリュームと水分、脂質について 

・運動について 

【３回目】令和２年１２月１９日（土）対面 

・１週間の振り返り 

・食物繊維、ビタミン、ミネラル 

・プラスαトレーニング 

【４回目】令和２年１２月２６日（土）対面 

・振り返りとこれから 
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・間食と食事のタイミング 

・リバウンドをしないために 

・チーム目標を決める 

【５回目】令和３年１月３０日（土）非対面（オンライン指導） 

・現在地確認と目標再設定 

・食事の組み立て方 

・ケーススタディ 

【６回目】令和３年２月１３日(土)非対面（オンライン指導） 

・振り返り 

・停滞期について 

・運動について～応用編～ 

【７回目】令和３年２月２０日(土)非対面（オンライン指導） 

・振り返り 

・維持をするためにはメソッドのおさらい 

・ＲＩＺＡＰメソッド～維持編～ 

【８回目】令和３年２月２７日対面 

・全体の振り返り 

・今後のプランニング 

 

 

② 募集方法 

糖尿病予防等プログラム参加者を国保及び一般公募で募集した。 

 

【募集チラシ】 
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③ 行橋市提供データ※目標指標行橋市提供データ  

目標指標数値として、行橋市より提供された。  

 

（図表３１)健診・保健指導等目標指数 ※(図表１９)の再掲 

 
 

④ 糖尿病等予防プログラム開始前質問票 

健康状態・既往歴・薬歴などのデータ活用して事前スクリーニングをし、参加者全員

にプログラムを安全に受けていただくため開始前質問票を参加申込者に配布し、回答

していただいた。 
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⑤ 糖尿病等予防プログラム内容 

 

(ア) 内容 

・3か月間出張型トレーニング 

・食事管理/指導 

・専用アプリ（ＡＩ搭載）で食事管理（体重、体脂肪など目標管理） 

・プログラム内で測定による取得及び比較検証データ 

・体組成データの変化をＢｅｆｏｒｅ/Ａｆｔｅｒで測定測定項目（体重、ＢＭＩ、体脂肪、

筋肉量、血圧など） 

・体力年齢の測定簡単な体力測定と計算式で体力年齢を算出  

Ｂｅｆｏｒｅ/Ａｆｔｅｒで測定体力年齢の若返りを検証データとする。※体力年齢推定

式 

・血液検査を実施 プログラム開始前初日と終了後最終日に採血を行い、内面的な変化を検

証。 

 

(イ) 全体像 

 
 

プログラム内でＲＩＺＡＰメソッドを活用した内容の講義・トレーニングを実施した 

 

【講義スライド抜粋】(ＲＩＺＡＰ株式会社 出典) 
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(ウ) データ検証方法 

体組成測定・体力年齢測定実施し、以下のデータ取得（体重、BMI、体脂肪、腹囲、

筋肉量、血圧など）Before/After でのデータ取得で変化を検証した。また、体力年齢

の測定（３種目の簡単な体力測定）を行い、これについてもＢｅｆｏｒｅ／Ａｆｔｅｒ

で測定した。 

※体力年齢推定式を採用：RIZAP㈱と（㈱THF（筑波大学研究成果活用企業）による共同開発 

 

また、血液データの変化を検証するために血液検査も行った。さらに、安全、安心し

てプログラムを受けていただくため参加者全員対象とし、プログラム開始前に毎回血圧測

定を行った。 

 

【実施写真１】(ＲＩＺＡＰ株式会社 出典) 

   

【講義・トレーニング内容実施写真】対面式保健指導を実施（講義・トレーニング） 

 

【実施写真２】（出典：行橋市 運動風景） 

 

 

(エ) 非対面保健指導 

デジタルデバイスを用いた非対面保健指導（講義・トレーニング）をオンラインで実

施した。 

プログラム指導回数全８回開催の内、３回開催を行った。（１講義９０分） 

自宅などでインターネット環境が整っていない方及びデジタルデバイスが必要な方

に６名に Wih 及び IPADを貸出して実施した。 

 

 

 

 

 



 

- 69 - 

 

【実施写真３】（出典：行橋市 非対面保健指導） 

 

グループセッションによるコミュニケーションにより、対面時との差をなるべく小

さく出来た事でモチベーションの低下を抑えられたのも評価出来る。 

 

(オ) ＩＯＴデバイスにて取得できる食事メニューなど取得できるデータの分析手法 

個別最適化された質の高い保健指導の提供コンテンツの整理するため、参加者別に

個人 ID・パスワードの付与し、ＩＯＴデバイスを利用した保健指導を実施した。 

 

【ＲＩＺＡＰＴＯＵＣＨ画面】 (ＲＩＺＡＰ株式会社 出典) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前に取得した質問票を元に個別での栄養摂取や運動強度の設定を行った。 

その事により安全で無理のない範囲での体作りを提供出来た。 

また、摂取カロリーや栄養摂取以外にも睡眠状況、水分摂取、生活環境を個別に確認し、

それぞれにあった方法を提示した。 

 

(カ) 糖尿病等重症化予防プログラム評価 

 糖尿病予防等プログラム参加者属性調査 

 

調査期間：令和２年１２月２７（日）～令和３年３月１３日（日） 

 

全体参加者属性 

総参加人数：１８名 国保枠９名・一般公募枠９名（図表３２） 
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参加者男女別：男性５名・女性１３名（図表３３） 

参加者年代別：４０代５名・５０代４名・６０代９名 

男女別年代（図表３４） 

男性参加者：４０代１名・６０代４名  

女性参加者：４０代４名・５０代４名・６０代５名  

 

（図表３２）属性調査１   

 
 

（図表３３）属性調査２   

 
 

 

（図表３４）属性調査３   
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(キ) 国保枠参加者募集条件・抽出方法 

国保枠通知対象者条件：令和元年度もしくは令和２年度の特定保健指導対象者で、年度末年

齢４０～６９歳、ＨｂＡ１ｃ６．５以上１０以下、尿蛋白＋（プラス）以上。 

ただし、収縮期血圧１８０以上または、拡張期血圧１１０以上は除く 

通知１８１名に対して１０名の申込者、内９名選定１名不選定となった。 

 

(ク) 国保枠参加者属性 

参加者男女別 

男性３名・女性６名（図表３５） 

年代別 

４０代１名・５０代１名・６０代７名（図表３６） 

 

（図表３５）国保属性調査１   

 
 

（図表３６）国保属性調査２   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 一般公募枠参加者募集条件・抽出方法 

令和２年１１月１日現在で行橋市内に住民票を有し、かつ在住し糖尿病予防を希望

する方、ＢＭＩ２５以上の方、４０～６９歳の方で、全プログラムに参加可能の方、申

込時提出の質問票にて全プログラム参加可能と認められた方。 

申込者９名に対して９名全員が選定となった。 

 

(ケ) 公募枠参加者属性 

参加者男女別 

男性２名・女性７名（図表３７） 

年代別 

４０代４名・５０代３名・６０代２名（図表３８） 

 



 

- 72 - 

 

 （図表３７）公募属性調査１   

  
  

 （図表３８）公募属性調査２   

  
 

⑥ 体組成・血圧測定による実施前、実施後の数値変化を調査   

調査対象者の総参加人数１８名の内、前後共に測定記録を有する１６名で調査した。 

その結果が（図表３９）となった。 

 

（図表３９）体組成データＢｅｆｏｒｅ/Ａｆｔｅｒ（平均数値変化グラフ） 
※糖尿病重症化予防データ（ＲＩＺＡＰ株式会社） 

 
 

体重については、７３．７ｋｇから６９．０ｋｇと減少率は、６．４％となり、目標値の

５．０％を達成した。また、最大で９．６％減少の方もおり、３か月間の短期の中で効果が

見受けられた。 

また、ＢＭＩは、２８．４から２６．６となり、減少率は、６．３％となった。腹囲は、

９７．５ｃｍから８８．８ｃｍと減少率は、８．９％といずれも減量効果が出ている。 
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筋肉量は、４４．４％から４３．６％と１．８％と減少しているが、これは、ダイエット

や減量の過程で、筋肉量・基礎代謝量の減少が考えられるが、体重や体脂肪と比較し、その

減少率は、低いことから、一人一人の体重に合わたタンパク質の摂取を提案し、実行した結

果、筋肉量の減少を抑えられていると考えられる。。今後のリバウンドを防げると期待でき

る。 

 また、減量に伴い、血圧についても、拡張期で－９．３ｍｍＨｇ 収縮期－１０ｍｍＨｇ

いずれも、大幅に減少している。 

 

⑦ 血液検査による実施前、実施後の数値変化を調査   

調査対象者の総参加人数１８名の内、（ALT・総コレ項目）測定記録を有する１５名分

（Gul・尿素窒素・総蛋白・アルブミン）測定記録を有する１４名分、他項目１６名分

検体で調査した。 

その結果が（図表４０）となった。 

 

（図表４０）血液検査データ Before/After（数値変化グラフ） 
※糖尿病重症化予防データ（ＲＩＺＡＰ株式会社） 
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体力測定結果（平均値） 

前後ステップ：Before／７．５回 Ａｆｔｅｒ／９．３回 １．８回増加 ※俊敏性 

３０秒椅子立ち上がり：Before／１３回 After／２０．９回 ７．９回増加 ※持久力 

座位体前屈：Before／＋１０．１㎝ Ａｆｔｅｒ／＋１５．３回㎝ ５．２㎝増加 ※柔軟

性 

 

１０歳以上若返った方が１６名中１６名であった。 

 

体力測定の結果から算出された体力年齢の結果は、（図表４３）の通りである。 

 

（図表４３）体力年齢の変化 

 
 

体力の要素である「持久力」は有酸素運動、「敏捷性」は筋力トレーニング、「柔軟性」は 

ストレッチの３つのアプローチによる効果があったと期待出来る。 

 

 

⑨ プログラム終了後のアンケート結果検証 

次頁の通り、アンケートを行った。 

体力年齢 差異 体力年齢 差異

６５歳未満 54 102 48 78 24 24

６５歳以上 67 88 21 66 -1 22

６５歳未満 52 79 27 63 11 16

６５歳以上 67 95 28 66 -1 29

男性

女性

開始前 終了後
平均年齢年代性別

体力年齢の

変化
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⑩ 糖尿病予防等プログラム終了後アンケート集計調査 

アンケート回答者は、最終測定会参加者：男性５・女性１１名で国保枠：８名・公募

枠８名となった。 

 

（図表４４）アンケート満足度 

   
 

プログラム参加満足度については、プログラム全体・食事運動指導共に大変満足、満足と

参加者全員に良い評価をいただいた。 

 

（図表４５）デジタルデバイスによるオンラインに関する評価 

  
 

  
 

デジタルデバイスを使用したオンライン受講で受けにくかったの回答が１３％と当初

思ったより少ない意見と感じた。一方でアプリ利用については、難しかったという回答も

多いが、アプリを活用できましたかの回答が８１％と多く、別途意見にも記載されている

ように「出来るようになろう」「チャレンジしよう」の意見からコロナ禍で社会変化の影

響を受け、遠隔での保健指導が有効かと感じられる。 
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（図表４６）取り組みの継続性の評価 

  
 

（図表４６）の通り、目標に向かう、ポジティブな動機を継続して行きたいの気持ちがア

ンケートに反映されている。 

 

(ア) 考察 

糖尿病予防等プログラム実施後にアンケート調査の内、健康意識調査の質問に対し

て７５％の方が、必要性は感じているが行動に移せていないの回答だった。住民向けの

ワークショップ実施時のアンケート調査に於いても同じ傾向の回答だった。 

今後も官民連携による保健指導及び健康イベントを継続して実施することにより特

定保健指導の実施率・指導率などの向上につながると考える。 

  

(イ) ＲＩＺＡＰ社の所感 

・対面から途中オンラインでのセミナー開催となったが、参加方法や活用ツールなど十

分な準備が整っていれば、全てオンライン開催でもコロナ禍の状況を考慮すると、参加し

やすさやコスト面においても有益であると考える。 

・保健指導においてもオンラインは対象者の移動時間を省くことが出来るなどの効果

が期待出来るので推奨出来る。 

・日常生活においてはアプリ使用など自己管理や適度なフィードバックをする事で良

い生活習慣を身に付けやすい。 

・困った時のサポート（カウンセリングやワンポイントアドバイスなど）があればより

成果は出しやすいと考える。 

・オンラインへの移行により、参加者へのフォローが十分に取れなかった事が課題とな

った。特に休まれた方への情報提供が十分ではなかったが、行橋市の職員のフォローで参

加率を落とすことなく、完了した。 

・体力年齢向上における成果は実証できる結果となった。 

 

 

 

 




